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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 
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▮裁判例を見てみよう！ ～ 第２回 ～ 

皆さんは普段テレビでドラ

マをご覧になりますか？ 

私はテレビドラマをほとん

ど観なくなりましたが、 

最近は動画配信サービスに

て、話題のドラマをよく観

るようになりました。 

「地面師たち」や「ガンニバ

ル」など、人気作品しかまだ

観ていませんが、めちゃく

ちゃ面白くて見事にハマっ

てしまいました！ 

サスペンス系が特に好きな

ので他にお勧めがありまし

たら是非教えてください！ 

（井村） 

 

 

VOL.953 

（2504-4） 

 

1. 割増賃金請求の場合、要件事実の立証責任は労働者側にありますが、労働者側の証拠が 
不十分でも、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する責務 
を果たしていないことが考慮され、タイムカード等の明確 
な証拠がない場合であっても、労働者が作成して使用者に 
提出する書面(出勤簿、業務日誌等)や個人的な日誌、手帳 
等によって、一応の立証がされたものとし、使用者側が 
有効かつ適切な反証をしなければ、労働者の請求が認容 
されることがあります。 

 

仮に口頭で「固定残業代も給料に含まれています」と伝えていても、雇用契約書や

労働条件通知書・給与明細上でまとめて表記してしまうと、時間外手当として認め

られません。明確に区分し表記することが固定残業（みなし残業）制度を運用する

上で大変重要になります。 

 

１月２７日号の Vol.940 にてご紹介した、裁判例を見てみようシリーズの第２回で

す。今回は、【割増賃金不払いついての判例】についてご紹介します！ 

基本的な方向性 

事案の概要 

判示の骨子 

【出典：厚生労働省ホームページ（https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/index.html）

（(https://www.cheroudou.mhlw.go.jp/index.html 

)】 

2. 時間外労働手当に代えて一定額を支払うという定額残業制は、 
労働基準法所定の計算方法による額以上の金額を支払っていれば、 
同法 37 条に違反しませんが、同法所定の計算方法によらない場合は、割増賃金として 
法所定の額が支払われていることを明確にするために、割増賃金相当部分とそれ以外の 
賃金部分とを明確に区別することを要します。 
法定休日労働の割増賃金相当分、深夜労働の割増賃金相当分についても同じです。 
また、定額残業制によってまかなわれる残業時間数等を超えて残業等が行われた場合 
には、その差額を別途支払う必要があります。 

 

1. Y 社は、従業員 X について、月１５時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に

加算して同人の基本給とするとの合意がされていることを理由にして、午後７時を

超えて勤務した場合のみ、割増賃金を支払ったところ、X は午後５時から７時まで

の時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めて提訴したもの。 

 2. 東京地裁の判断は、判示の骨子のとおりであり、東京高裁判決でも是認され、 

最高裁でも正当として是認することができるとされた。 

 

1. 割増賃金の計算にあたり、仮に月 15 時間の時間外労働に対する割増賃金が基本給

に含まれるという合意がなされたとしても、基本給のうち時間外労働手当に当た

る部分を明確に区別して合意し、かつ、労働基準法所定の計算方法による額が  

その額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意した場合

にのみ、その予定時間外労働手当（固定残業手当）分を当該月の時間外労働手当の

全部又は一部とすることができる。 

 

 

 

2. X の基本給が上昇する都度予定割増賃金分が明確に区分されて合意がされた旨の 

主張立証も、労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を 

当該賃金の支払期に支払うことが合意されていた旨の主張立証もない本件におい 

ては、Y 社の主張は採用できない。 

よって、X の時間外労働に対する割増賃金は、基本給の全額及び各手当の額を計算 

の基礎として時間外労働の全時間数に対して支払わなければならない。 

・新入社員 入社手続き  

 

・昇給に伴う給与計算の   

基礎金額切り替えなど 
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